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◆ 明日も特別委強行、世論と運動が国会動かす今週と連休中の運動が決定的　全国一斉宣伝を
　本日午後２時から開かれた参院憲法特は、野党議員の質問が終了した時点で与党が質問をしなかったため５時過ぎに散会、引き続き行なわれた理事会で明日以降の日程が以下のように確定しました。

■あす26日（木） 憲法特委　15:00～18：00(与党のみ質疑)
      自民120分、公明60分、３時間の予定
■２７日（金） 考人質疑　12：30～15：00
　　       　　　　テーマ：メディア規制　　新聞、放送関係者 
■５月７日（月） 地方公聴会　福岡市と札幌市（同時開催、詳細は未定）
○本日の理事会の結果、昨日段階で自民党から民主党に提案された5・1特別委、5・2本会議はなくなり、与党の狙っていた5・3憲法記念日までの成立は断念ということになりました。引続き、世論と運動を徹底して広げ、慎重審議、廃案めざしてがんばりましょう。
○傍聴をぜひよろしくお願いします。傍聴は事前申込をお願いします。傍聴券は委員会開会と同時に参院議面で渡ししますので３０分前に集合してください。傍聴申込は可能な限り事前に「団体名」「人数」（名前は不要）をFAXで連絡してください。申込先は日本共産党参議院議員・仁比聡平事務所(℡03-3508-8333 / FAX 5512-2333)

◆　改憲手続き法案阻止４・２５国会前座込みに６００人、１００人が委員会傍聴で監視　
参議院憲法特別委員会が強行開会された２５日、肌寒い小雨が降るなか午前１１時から午後３時まで座りこみに入りました。昼休みの集会には衆議院第二議員会館から参議院議員会館の歩道に６００人が結集し、「改憲手続き法案はいらない」「国民の声を聞け」「慎重審議を行え」「９条改悪反対」のシュプレヒコールを響かせました。
この日は、埼玉、神奈川、社保協、全教、東京土建などが独自の院内集会と議員要請を展開、２時からの傍聴には約１００人がはいりました 。

■日本共産党の仁比聡平参院議員(憲法特委員)が国会情勢報告

仁比氏は冒頭、「『なんとしても憲法を守り、改憲手続き法案を廃案にしよう』という、みなさんの熱い思いが伝わってくる」と雨の中で国会前に駆けつけた参加者を激励。
自民党の矢野哲郎参院国対委員長が昨日、メーデーの5月１日に特別委員会を開き、２日の本会議開催を民主党の郡司彰参院国対委員長に迫ったことに触れ、「断じて許せない行為」と糾弾。「今国会での廃案にむけて全国で世論を広げよう」と訴え、共に奮闘する決意を表明しました。

　また24日に仙台市で開かれた地方公聴会で、国会事務局から公述人に資料が届いたのが当日の朝だったことを紹介し、拙速続きの委員会審議が「その日暮らし」の状況に陥っていることを批判。「全国民の総意を汲みつくして徹底した審議をおこなうことが参院の求められる役割」と強調し、連日審議をごり押しして国民主権を踏みにじる自民、公明の姿勢を非難しました。

　仁比氏は与党の法案提案者が、最低投票率と両院協議会の問題で答弁不能になるほど法案内容の論理が破たんしている事実も紹介。「朝日新聞で最低投票率を設けるべきと回答した人が8割にもなり国会に衝撃を与えた。これはわれわれの運動の反映。地域や職場で憲法を守り憲法違反の法案を許さないと大きな声をあげ、これが国民世論が大きく結びつけば、今国会で成立を急ぐ与党の思惑を打ち砕ける」と全力で参加者とともに法案を廃案に追い込決意を示しました。

　各団体からの決意表明では、東京土建の瀬田さんが、「街頭宣伝では、若者をはじめたくさんの人たちが署名に応じてくれ、署名数が以前の2倍、３倍と多くなってきている。戦争と改憲に反対し、大増税に反対して組合員とその家族を守ることが今年の大会の方針。今日の行動にも100人が参加。世論を盛り上げ、法案の廃案をめざして大いに頑張る」と発言しました。
◆　東京・新宿東口で各団体代表先頭に大宣伝
憲法改悪反対共同センターが、呼びかけた２５日から２７日の全国一斉宣伝の一環として新宿駅東口での緊急街頭宣伝をおこない各団体・労働組合から５３人が参加しました。弁士を務めたのは、全労連の坂内議長、全商連の国分会長、新婦人の高田会長、全国革新懇の三上代表世話人、自由法曹団の松井団長、民青同盟の板本副委員長、都教組の中山委員長の６氏。
★★★すべての悪法の危険性を知らせ、声を国会に届けよう！★★★
　①宣伝カーの全台運行など緊急に全国一斉に宣伝行動に取り組みましょう。
　②慎重審議を求め緊急に政党・議員に対する要請行動を強めましょう。

★憲法改悪反対共同センターのメール・FAX一斉送信フォームには全議員、政党、マスコミ関係の要請先があります。共同センターHP:　http://www.kyodo-center.jp/
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★　当　面　の　日　程　★
4月26日　国会へ行こう！アクション第5弾　18：30～
国会議員会館前（5・3集会実行委）

5月 1日　 第78回メーデー　（代々木公園）

5月 3日　 憲法集会　13：00～　日比谷公会堂及び第二会場　1万人パレード

5月9日（水）参議院議員会館前座込み行動11：00～15：00　

5月10日　改憲手続き法案反対中央集会　18：30～日比谷野音（共同センター）

5月16日　改憲手続き法案阻止中央行動（共同センター）

・集会(日比谷野音)　12：30～
・国会請願デモ　13：30～
・国会前座込み行動　14：15～

◆ 秋田県共同センターが宣伝カーを連日運行　
　秋田県憲法センターは、23日から宣伝カーによる流し宣伝と停車宣伝・ビラ配布の行動を再開しました。秋田駅前での宣伝中に若い男性から「憲法集会に参加してみたいのだが」と声をかけられる場面も。早速友人の分も含めビラを渡し、集会の案内をしました。

　また、24日の秋田駅前の早朝街宣には12人参加、リレー演説とビラ配布を行ない3種類2550枚を配布しました。短時間の行動でしたが、ビラの受け取りは良く合計2550枚を配付しました。明日、26日は秋田駅前で夕方宣伝を行い、宣伝カーからのリレー形式の訴えとビラ配布を行います。
　












